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教養 ・外国語教育セ ンター紀要

イングランドにおける常備軍の簡略史1

(iii)

序文

政治体制について語るとき、人間の普遍性がこれほどまで多 く誤解される例はありませ

ん。その様々な結果は誰に も明 らかですがその原因を突 き止めることはほとんど誰 に

とっても不可能です。多 くの人々は人間の一般原理の本質についての考えが未熟であ り、

世の中の政府のあらゆる失敗を人間の堕落のせいにしています。国全体が汚染され、改革

は不可能だと考え、自国の災難を辛抱強 く耐えしのぶか、またはその利権の分け前にあず

かっているのです。いっぽ うこの種の不平は世界の歴史と同 じぐらい古 く、どの日寺代の

人々も自分たちの時代が最悪だと思って きました。我々は自分たちの経験だけでなく、あ

らゆる時代において同様な状況にある人々は、 どのように呼ぼうとも、同様な行動をとる

ようです。政府は時計仕掛けのようなものに過 ぎません。同様なゼ ンマイと歯車が規則正

しく機能をはたさなければなりません。それゆえに政府を構築する際には公の利益にかな

う活動をするように組み立てる技術が大切なのです。あ らゆる人間が自分自身の利益のた

めに行動することは明 らかです。そ してすべての賢明な政府はその原則に則って設立され

ています。 したがってこのすべての秘訣はただ統治者の利益 と被統治者の利益を同じもの

にすることです。絶対君主制では、全権力を単独の人間が握 り、彼の利益だけが重視され

ます。貴族制では少数の人々の利益が重視されます。そ して自由政府では全員の利益が重

視されます。最近我が政体にまぎれこんだい くつかの悪習を取 り除 くことがで きれば、こ

れこそイングランドの状況 といえるで しょう。この王国の自由は国民の下院議員選出方法

にかかっています。下院は行政府の一部であ り、資金を支出する唯一の権限を持っていま

す。 もし下院が真の代表者で、外部か らの圧力や個人が汚職を免れていれば、自分たちが

公共の利益 と考えたもの以外は何 も通過させないで しょう。なぜなら彼 ら自身の利益は国

民の利益 と密接に織 り合わさってお り、彼 らが自分たち自身のために行動すれば(誰 で も

iv

可能な限りそうするで しょうが)そ れはイングランドの共通の利益のために行動 している

ことになります。そ してもし彼 らの中に権力を乱用することが自分たちの利益になるなど

と思 うような人がいれば、そのような考えをいだく人々を罰することが他の人々全員の利
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益 となるでしょう。そして我が国政府は機械的に行動 し、時が くれば時計が十二時を打つ

ように、当然のことなが ら悪事をはたらくものは絞首刑 となるで しょう。これこそが国民

が 自分たちの幸福を期待 し、自分たちの不平の救済を期待するよりどころとなるのです。

そしてもし我々が彼 らを堕落させずにおければ、彼 らは他の人々も皆堕落 しないように注

意を払 うでしょう。我が国の政体は(チ ャールズニ世の治世2ま では)そ のような体制で

あったように思われます。国民を脅迫 して従属させるために国王が傭兵を雇うことは認め

ませんで した。また国民を買収 して従属させるほど高い役職や収入を与えることも認めま

せんでした。国王が贈 り物にする高位の役職数はごく少なく、そのほとんどは一代限 りの

特権であり、その他の高位の役職、すなわち大蔵卿、財務卿、王璽 尚書、海軍卿などは

個々の人物が掌握 して享受 してお り、下院議員がそのような役職に就 くことはあ りません

でした。そしてこれ らの役職が貴族によって保有されている場合、下院が彼 らの行為の厳

しい審査官で した。イングランド政府はこのような状況のままローマ人がこの島か ら撤退

したのち、チャールズー世3の 時代 まで続いていたのです。チャールズー世 は下院で高い

評価への道にみずか ら反対 したと記録されている最初の人物です。この件に関 してス トラ

フォー ド伯爵4と ノイ5は 偉大な愛国者から専制君主の主要な擁護者 となった顕著 な例で

した。 しか しこれはその他の人々を憤慨させただけで した。 というのは、国王は期待 して

いた人々全員に与えるだけの役職 も、十分な買収資金 も有 していなかったか らです。国民

か ら多 くの資金を集めたことは事実ですが議会の承認 もなく、彼を守る軍隊 もなく、その

資金集めには非常な困難がともない、国王にとってはほとんど意味が無 く、結局のところ、

V

長 く悲惨な戦争 という手段によってある専制か ら別の専制へ我々を導いただけで した。そ

して国王自身の破滅に終わったのです。 というのは、軍隊が自分たちの手中に全権力を掌

握 し、軍議によって国家を支配 した結果、全党派が一致 してチャールズニ世を招 き入れる

ことになりました。 したがって彼は国民の広い支持の もとに帰国したのです。そ して国民

はある意味、一時的な興奮状態で彼に生涯莫大な資金を与えたのです。この資金によって

彼は軍隊の召集が可能 となり、議会を買収することも出来ました。彼はそれを適切に実行

したのです。 しか し贅沢好 きな君主であった彼は一度に大金を手放すことは出来ず、下院

議員にその日暮 らしの費用 しか与えませんで した。それで彼 らは自分たち自身が国王を必

要 とするのと同様に、国王を常に自分たちに依存させてお くことが必要だと気づいたので

す。国王が自分たちにとって絶対に必要である限り現金を渡 して くれることを知っていま

した。そ して彼が議会で多数を確保するためには自分が自由にで きる官職の数が不十分で
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した。 というの は当初役職 を分割 した り、複数化 した りす る方法 には気づい てい ませ んで

した。一人 の大蔵卿 の代 わ りに五人 の大蔵卿 をお いた り、七人の税関員や、九人の収税官

や、十 四の海軍事務所、十の郵便事務所、四つの輸送機 関、 四つ の馬車事務所、四つの ワ

イ ン免許事務所、四つの食糧事務所、そ のほか多数のその他 の役所 をおいた りして、数 え

あげれば きりが あ りませ ん。 これ らの うち どれか の役職 につ けた幸運 な人 々は、それ らの

役職が多 くの人 にあ てが われ て以来、少数の人 々の手 にあった ときよ りこれ ほ ど見事 に遂

行 されたこ とはない とい えば、 ほめ言葉 と考 え られるで しょう。 そ して議会 によって定数

が定 め られてい なければ、 なぜ二倍 の数 にされないので しょうか。 また無限 に増やす こ と

はで きないのか と言 わざるをえませ ん。 そ して我が 国の政体 に とってこれが どの よ うに危

険 な ものになるだろうか と、私 は恐れてい ます。 とい うの は将来、 もしそれ らの役職がす

べ て議 員 に与 え られれ ば、 これ まで大 い に 自慢 して きた我 が 国の 自由は どうな るので

しょうか。犯罪者が判事 になった らどうすれ ばよいので しょうか、犯罪者 に自分 たちの裁

vi

判 を任 す ので しょうか。共通 の危 険が彼 らを団結 させ、全員 がお互 い に助 け合 うで しょ

う。私 はたんなる想像で言 ってい るので はあ りませ ん。 とい うの は、何年 間 も続 けて処理

を誤 ったまま、誰 も処罰 され たこ とが ない 国のこ とを読 んだこ とがあ ります。そ して我が

国で も、 ある時代の こ とを記憶 してお られ る方 もあるで しょう。 もしも国王 自身が 自由に

任用 で きる役職が さ らに二十 もあった とすれ ば、 または最高位 にある人 々を自由にで きた

とす れば、 イ ングラ ン ドの自由は終 わ りを告 げていたで しょう。議員が役職 に就 く余地 を

与 えてはいけないの だ ととらえ られれ ば、そ れは考 え違いです。 とい うの は、人 間は二つ

の能力で 国家 に奉仕で きるか らです。 しか し私 はそれが役職 につ くための資格 とは思い ま

せ ん。 なぜ な らある貧乏 な地 区があ る人物 を地域代表 としたい と考 えれば、それ は国会議

員、法律家、兵士、提督 とい うこ とになるで しょう し、他の職業 もあ るで しょう。 もしこ

の方 法が将 来の治世 におい て採 用 された と して も、彼 らが下 院で国家 にあた える害悪 に

よ って在職 してい た り、 また主要 な反 対党 派 によ って追 い 出 され て しま うこ とが確 実

だった りす るようで あれ ば、 国民 は能力 のあ る人物や高潔 な人物が役職 につ くこ とを期待

してはい けませ ん。下院が 国王や 国民の どち らか の利益 になるように力強 く活動す る姿 を

目にす るこ とは決 して期待で きませ ん。 そ うで はな く自分 たちの地位 を守 るため に宮廷 に

追従す る もの もで て くるで しょう し、そ の地位 を手 に入れ るため に不 当に もそれ に反対す

る もの もあるで しょう。 そ して自分 たちの国家の利益 になるこ とを考 えてい る人 々は、我

が政体そ の もの に欠点が ある と考 え違い を して、世界で最善 の政府の形態 に不満 を抱 くよ
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うになるで しょう。 ある国で は年 間三万 ポ ン ドの値打 ちのあ る役職 について争い、 自堕落

な追従や、政治機構 を公然 と妨害 した りして、六百万ポ ン ドを浪費 した とい う話 しを耳 に

した ことがあ ります。 それはあ らゆる種類 の人 々に欲望 と窮乏 を もた らし、賄賂 や背信、

冒涜 、無神論 、放 蕩、贅沢 そ して怠慢 で腐敗 した政府 に付 随す るあ らゆる悪 徳 を もた ら

し、大衆 のこ とは広 く忘 れ去 られ ま した。一方の極端か ら反対側 の極端 に走 るこ とは自然

であ り、 この方針 は最終 的にはそれ を用 いているすべての宮廷 に も向 け られ るで しょう。

vii

もし彼 らが議員にすべての役職を与えようとすれば、国民は彼 らに何 も与えることがで き

なくさせる法律を作ることが必要だと考えるで しょう。それはこの我々の時代ですでに何

回か試み られ ました。実際に、その下院に不正な方法ではな く、少数の役職を持った

人々が 自然に入ってきても大 した不都合はないか も知れませんが、多 くの議員が役職を持

つ ようになれば我々にとって致命的になります。 とい うのは、すべての賢明な政府は立法

府 と行政府をお互いに牽制で きるように可能な限り別々にしようと努力 しています。我が

国政府は拒否権以外、立法府の一部たりとも国王に任せるべ きではあ りません。それは行

政府 を守るために絶対 に必要なことです。下院の義務の一部は犯罪者を罰することであ

り、政府の執行機関によってなされた苦情を取 り除 くことです。そして彼 らみずか らが絞

首刑を覚悟 し、自分たち自身を溺死させるほどの公共心がないか ぎり、同一人物によって

そのような苦情が もたらされた場合にはどのような処理が可能で しょうか。

しか し私の考えでは、同様に重要なことですが、別の面でチャールズニ世の時代に我が

国の政体か ら逸脱 してしまいました。 というのは犯罪者を罰する能力はあ りましたが、そ

れでも、我々は犯罪者が法律的にどういうものなのか十分 には理解 していなかったので

す。法律は常に国王個人にとってはきわめて扱いにくい問題で した。それゆえに小さな過

失であれば国王がその責任を問われることはなく、大臣が責任を負 うように政府の執行部

が適切な手続 きを経て処理 してきました。国璽は首相によって保管され、国王の収入は会

計係 によって、国王の法律 は裁判官によって実行 されています。国王の艦隊は海軍卿 に

よって管理されてお り、彼 ら全員が自分たちの不正行為にはすべての責任を負います。以

前は、国家のすべての問題や量刑の裁量はおのおのが自分の意見を主張 し、責任を負う枢

密院で議論され決定 されました。先の国王チャールズニ世が政治顧問団や閣議を設立 し、

すべ ての重大な事柄 を審議 し決定 し、そののち追認のために枢密院へ持ち込むように

なって最初に我が国の政体のこのきわめて優れた部分を破壊 したのです。 ヨーロッパ諸国
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viii

の政府 におけるこの我が国の会議の最初の例はフランスのシャルル九世6の 時代であ り、

当時プロテスタントを虐殺することを決定 したとき、彼はそれを会議に諮ることはせず、

彼が閣議 と呼んだ少数の人を選びました。そ してその系譜について考えてみると、国王 と

国民の双方にとってどれだけ致命的であったかは驚 くにはあたりません。国王にとっては

我が国の政体が政府のい くつかの部門に大臣を用意 して彼 らに失敗の責任を取 らせるよう

になってお り、国民の憎 しみが国王に直接向けられることを防いでいるのに対 し、この方

法は逆に大臣を保護 し、臣下の苦情すべてを国王に向けるようになっています。それは国

民にも危険な仕組みです。 というのはどのような失敗であれ、誰 もそれらに対 して責任を

問われることがないからです。大臣らは署名入 り文書によって自分たちを正当化するか、

もしくはおそ らく国王か らの直接の指示だと主張 して正当化するか らです。それに我々は

これまで長い間そのようにしてきて しまったので、いまとなってはもうそれを適切に処理

することはで きません。このなりゆきは国王 と国民 との問の頻繁な怨恨 となり、その結末

は誰にもわか りません。

(1)

イングランド常備軍簡略史

もし誰かが常備軍が奴隷制度、 カ トリック、 イス ラム教、異教信仰、無神論、その ほか

何で もい いですが、 その よ うな もの だ とい うこ とに疑問 をい だかれ るな ら、最初 にカルタ

ゴのマ トー7と スペ ンディウス8の 物語 とエ ジプ トのママ ウケス9の 話 しを読 むべ きです。

第二 に、ス トラダ10と ベ ンチボ リオ11の 物語 を読 むべ きです。そ うす れば十七 の地方

で九千 人のスペ イ ン人 の業 績が見 られるで しょう。そ の国は防備 を固め た街 が多 くあ り、

オラ ンダの貴族 によって所有 されてお り、 ドイッ、 イ ングラン ド、 フランスか ら支援 を受

けていま した。

第三 に、 コ ミンのフ ィリップ12の 歴史 を読 むべ きです。ル イ十一世13が 二万五 千人の

兵 で広 大 な フランス を隷 属化 し、ブル ゴーニ ュの善良王 フ ィリ ップ14に よる騎兵五 百人

の召集が それ らの地方の破滅 とな りま した。
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(2)

第四に、ラ ドロウの回顧録15を 読めば、我々の自由を守るために召集 された軍隊が議

会を政治の駆け引 きに使い、その行為によって全 ヨーロッパが驚愕 し、数年の うちに国家

全体の精神に反 して、また彼 ら自身の仲間の半分の意見に反 して、十数種類の政府を設立

したのです。将軍の軍隊に対する影響力は強大であり、兵士の個々の意見が どのようなも

のであれ、彼は軍隊を機械装置の一部品 として活動させることが出来るのです。

最後に、彼に常備軍反対論、市民軍論、市民軍改変論 とそれ らに対する反論を読んで も

らいましょう。 しか しこれらすべてを読んでみても彼が満足出来ない場合を考えて、ここ

でイングラン ドにおける常備軍の短い歴史を語 りましょう。私はこの重大な不公正さの謎

を最初か ら起源をさかのぼり、我々の中にどのようにして忍び込んで来たのか、い くつか

の段階を示すつ もりです。

この島か らローマ人が撤退 して以来、 イ ングラ ン ドにお ける常備軍 につい て私が見い だ

す最初 の足取 りは、 リチ ャー ドニ 世16の 時代 であ り、彼 はチ ェシ ャーで四千 人 の弓兵 を

召集 しま した。 そ して彼 らはあ らゆる場所で掠奪 し、無銭宿泊 し、打 ち壊 し、傷つ け、強

奪 し、殺鐵 を重ね ま した。 そ して後 に、彼 は議会 を招集 し、彼 の弓兵で議 院 を取 り囲み、

議会 の全権力 を断念 させ ま した。そ して当時作成 され た恣意的 な制度 を廃止 しよう とす る

努力 を反逆罪 としま した。 しか し、彼 は後 にアイルラ ン ドの反乱 を鎮圧す るため に遠征 を

余儀 な くされ、 国民 はそ の機会 を利用 して、彼 を退位 させ ま した。

国家 は常備軍 の支配の この ような見本があ ったので、彼か らチ ャールズー世 までの どの

国王 もヘ ンリー七世17に よって設立 され た護衛 兵 を除いて、平 時 にい かな る戦力 も維 持

しようとは試み ませ んで した。そ してそ の時代、対 フラ ンス、ス コ ッ トラ ン ド、 アイルラ

ン ド、そ の他の外 国や 国内戦争 のために召集 され たい くらか の軍隊 は存在 しま したが、そ

の軍隊 は戦争が終 わる といつ もす ぐに解散 されま した。そ して ヨーク家 とランカス ター家

とのすべ ての戦い におい て どち ら側が優勢で あって も、彼 らが常備軍 を維持 し続 けよう と

したこ とはあ りませ ん。 その ようなこ とが当時の長所で あ り、彼 らはのちに暴君 にはな り

ますが、 自国を確 実 に奴隷化す るよ りはむ しろ反対派 を激怒 させ て自分 たちの首や領地 を

没収 され る危険 を冒 しま した。

(3)

またアイルランドではしばしば反乱が起こりましたが国王に軍隊を維持させようとはし
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ませ んで した。軍隊が召集 されれ ばイ ングラ ン ドに来 るこ とが わか っていたか らです。 し

たが って統治 は きわめて不安定で した。 イ ングラ ン ドがその 国を支配 して最初の三百年 間

は戦時以外 には軍 隊はいなかったのです。最 初の軍隊が編成 されたのはエ ドワー ド四世18

の十 四年 であ り、そ の とき百二十人 の弓騎兵 と四十人の騎兵、それ に四十人の騎士見習い

が アイルラ ン ドの議会 によって編成 され ま した。 それ は六年後 には八十人の弓兵 と二十人

の槍騎兵 に削減 されま した。後 にヘ ン リー八世19の 時代 の1535年 にはアイル ラン ドの軍

隊 は三百 人であ り、1543年 には三百八 十人の騎 兵 と百六十人 の歩兵 に増員 され ま したが、

それが 当時編成 され た軍隊で した。私 は平和時の軍隊 につい て述べ ています。 アイルラ ン

ドの反乱 は しば しば起 こったこ とですが、そ の ときは軍隊 は もっ と多か ったのです。 メア

リ女 王20の 時代 には常備軍 はお よそ千 二百人 で した。エ リザベス女王21の 治世 の大 部分

にお いてアイル ラ ン ド人はあか らさまに反乱 を起 こ しま したが、彼 らが鎮圧 された と き、

編成 され てい た軍隊 は千五百人か ら二千人の 問で した。それ ぐらいの人数の ままチ ャール

ズー世 の1615年 にス トラフ ォー ドによって軍隊が召集 され るまで続 きま した。

1602年22に エ リザ ベス女王が死 亡 した とき、プ ラ ンタジネ ッ ト朝 とチ ュー ダー朝 のす

べ ての美徳が失 われ たのです。彼女 は地球上 にイ ングラン ドの栄光 を確 立 しま した。彼女

は最初 に自国に貿易 の利点 を教 え、 フランス とスペ イ ンの野望 を制 限 しま した。 オランダ

を援助 しま したが彼 らに もフラ ンス に も大 きな船 は建造 させず、マ ース川 とシェル ト川 を

自分 自身の手 中に収 め、鍵 を握 ってい ま した。そ して規制 され ない海 の支配権 とともにキ

リス ト教世界の女性調停者 として死亡 しま した。 これ らすべ てを彼女 は年 間三十万 ポン ド

を超 えない資金で実行 し、 国民か ら多 くの税金 を徴収す るこ とはあ りませ んで した。

ジ ェイムズ ー世23が 王座 に就 くとす ぐにエ リザベ ス女王 につい て我 々が獲 得 した輝

か しい支配 は陰 り、我 々は周 囲のすべて の国家の軽蔑の的 とな りま した。我 々が生み 出 し

たあの国に よって さえ も軽 蔑 され、海上で も我が国が侮辱 され、 ア ンボイナ24、 ポル ルー

ン25、 セ ラン26や 東 イン ド諸国の他の地域 も占領 されて しまい ま した。それ によって彼 ら

は莫大 な利益 を生 む香辛料取引 を独 占 したのです。 また慣習的 な儀礼 も払 わず に我が 国の

沿岸 で漁 を して、 同時 に六百万 ポ ン ド近 くの未払 い金が あ りま したが ご くわずか な支払い

を しただけでブ リル27、 ラメキ ン28、 ブリシンゲ ン29な どの担保 とな る都市 を我が国王が

引 き渡す ように と説 き伏せ たのです。彼 は公 の財産 を浪費 し、前女王 の輝か しい治世 にお

(4)

いて集 め られたすべ ての偉大 な人物 を当惑 させ 、 ウォル ター ・ロー レイ卿30の 首 を刎 ね、

何の功績 もない 自分 自身の寵 臣を最高位 に昇進 させ ま した。そ して彼 らの豊か さを維持す
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るために独 占権 と無 限の プロジェク トを認め、金銭で名誉 を売 り渡 し、議会の承認 も得ず

に貢納金 と貸付金 を引 き上 げま した。そ してこれ らの苦情が持 ち込 まれた とき、の ちにス

ペ イ ン王家 との婚姻 に反対演説 を した人 にたい して行 ったの と同様 に、彼 は多 くの主要 な

人物 を保釈 も条件付 き釈 放令状 もな く収 監 しま した。彼 はサマセ ッ ト伯 爵31と 彼 の妻 に

対す る トマ ス ・オーバ ーベ リ卿32殺 人罪 を 自分 自身 と子 孫 に天 のあ らゆる呪い を求め た

あ とで特赦 しま した。そ して伯爵がヘ ンリー王子毒殺の共犯 だったか らだ と広 く考 え られ

てい ますが、彼 は自分の娘婿 を王 国か ら追放す るこ とを許可 し、 ドイツ とフラ ンス にお け

るプロテスタ ン トの権益 を減 らして しまい ま した。一方彼 は九年 問続 けてスペ イン王家 と

の婚姻 と巨富 を望 んで は しゃいでい ま した。後 に彼 はフラ ンス と不名誉 な婚姻の取 り決め

を し、 カ トリック教徒 に信仰 の自由を与 えま した。そ して実際 に しば しば断言 したように

彼 はローマ カ トリックの敵で もな く、 また彼 らが 国王 を退位 させ るこ とや国王殺 しの原理

に反対 もしませ んで した。 アイルラン ドで は彼 はあえて カ トリック教徒 をおおい に激励 し

ま した。 その政策 は以後、現在 の治世 にい たるまで彼のすべ ての継承者 によって引 き継が

れています。そ してこの政策 は次の二つ の点で彼 らに役立 ってい ます。一つ は、 この政策

に よって彼 らはアイルラ ン ドの住民 を恐怖 に陥れ る常備軍 を維持す るための 口実 を得 るこ

とにな りま した。そ して もう一つ は、彼 らは住民 をイ ングラン ドの臣下 に対抗 させて利用

で きる ようになったのです。 この治世 にお いて滑 稽 な 「神 の掟」33とい う国王 の原則 が考

え出され ま した。そ れはアジアの専制 国家 におい てさえ も今 まで一度 も耳 に したこ との な

い ものです。彼 の政府 の他の部分 は シ ャラムチ とハー レキ ン34の 混合 であ り、真剣 に語

るべ きもので はあ りませ ん。 それ はあ らゆる些細 なこ とに対す る布告や、ニ ュース につい

て語 るこ とを禁 じた り、議会へ の手紙 とか、 国王が年老いて なおかつ賢明で ある とい う話

とか、 国事 は国民の手の届か ない所 にあ り、 国民がその よ うなこ とに関わるべ きで はない

とか、 同様 なたわご とにす ぎませ ん。 しか し我 々に とって幸運 なこ とにこの 国王 はたいそ

うな臆病者であ り、兵士戦い を嫌悪 してい たこ とです。 したが って彼 は我 々に対 して公然

(5)

と軍事力 で刃向か うこ とはで きませ んで した。つ いに彼 は自分の息子チ ャールズー世 に王

位 を譲 るために(多 くの人 々が考 えてい るように)毒 殺 され ま した。35

チ ャールズー世 はたいへ んな偽善者で あ り、そ のため に聖職者 のお気 に入 りとな りま し

たが 自分 自身 にたい した力 量 もな く、(政 治 に関与すれ ば常 に不 運 となる)聖 職者 に支配

され、彼 は イングラ ン ドのすべ ての 自由の破壊 者の道 を猛 烈 に突 き進 み ま した。36彼はそ

の治世 を とお して一貫 して法律 に違反 した行動 を とりま した。彼 は最初の議会 を父の死 因
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を調査す る とい う理 由で解散 しま した。 その ため に彼 は議会が議決 して彼 に与 えた莫大 な

資金 を失 うこ とにな った のです 。37彼はバ ッキ ンガム公 爵の個人 的な立腹 のせ いで同時 に

フラ ンス とスペ イ ンと戦争 に入 りま した。彼 は愚か に もイ ングラ ン ドに とって永遠の不名

誉 とな り非難 され るべ きこの戦争 を実行 したのです。 カデ ィス38と リー 島39へ の滑稽 な

企 て を見 て ご覧 な さい。彼 はベ ニ ン トン40の 艦 隊 をフ ランス軍 の手 に引 き渡 し、 あわれ

なロシ ェルの住民 を裏切 りま した。41そして フラ ンス国内の プロテス タン トの権益 を完全

に根絶 させて しまい ま した。彼 はロー ン、物 品税、軍服 と召 集旅費、 トン税 、ポ ン ド税、

ナイ ト爵位、船舶税 を議会の承認 を得ず に引 き上 げま した。そ して臣下 に地所の価値 を調

べ るため にあ らたに宣誓 を求 めま した。 きわめて重要 なジェン トリー と商人 を多数、彼の

課 した恣意的 な税金 を支払 わなか った とい う理 由で投獄 しま した。海外へ追放 した もの も

ある し、 よ り貧 しい人 々は兵士 に しま した。彼 は兵士 を無銭宿泊 させ、彼 らに軍法 を適用

しま した。彼 は無数 に独 占権 を認め、森林の境界 を破 りま した。彼 は恣意的 な法廷 を設立

し、高等宗務官裁判所や星室庁裁判所、名誉裁判所、請願裁判所 な ど他の法廷 を拡大 しま

した。そ してそれ らの法廷で最高位 の人 々にたい して も言語 に絶す る弾圧が加 え られ ま し

た。彼 はブ リス トル伯爵42、 リンカン主教43に 議会 に出席 しない ように命令 しま した。 ま

た多 くの著名 な下院議員 を拘束 し、議会での言動 の故 に処刑 しま したが、 なか には何の理

由 もない もの も含 まれていま した。そ して人 身保護法の特権 を認 めませ んで した。 また専

制権力 を主張 した説教 を認め なか った とい う理 由で アボ ッ ト大主教44を 停 職 に して拘 束

(6)

しま した。他 に もあ らゆる理 由が主張 され ま した。彼 は教会 の統治 を変 えない こ とに決 し

て同意 しようとせず、宣誓 を拒否 した とい う理 由でグ ロス ター主教45を 停職 に しま した。

彼 は最 もいや しい奉仕者 とた もとを分かつ と考 えるよ うな愚か な横柄 さを不思議 に思 う と

述べ て、議会 に反対 しているすべて の専制的 な大 臣を支持 しま した。 そ して実際、彼 は演

説で、いや む しろ脅迫で、彼 らを下男の よ うに扱 い、不忠で、反政府的で、腹黒い人 間だ

と呼 び ま した。彼 は教 会 の意 見 を無視 して革 新 を実行 しま した。彼 は専 制 的 な原則 の

人 々、 カ トリック教 の傾 向のある人々、特 にロー ド46、モ ンタギ ュー47や マ ンウェアリ ン

グ48な どの扇動 者 た ちを好 み ま した。彼 らの一 人 は議会 で告 発 され てい た人 物 であ り、

別の一人 はローマ カ トリック教 を勧め たか どで弾劾 され た人物です。 そ して三人 目は上院

で非難 された人物で した。彼 はカ トリック教 を禁 じる法律 を作 らず、彼 らを奨励 し、 ひい

きに しま した。彼 は十二年 間 も議会 を招集せず、 その 間壮大 な君主然 として恣意的 に統治

しま した。彼 はアイルラ ン ド人大虐殺 を扇動 しま した。ス コ ッ トラ ン ドの国璽のお され た
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委任状 を見せ 、チ ャールズニ世 の ア ン トリム侯爵49支 持 の手紙 を見せ、 また アイル ラ ン

ドを平定す るために議会が派遣 した援軍 をチ ェス ターの壁の下 に六 ヶ月 間 とどま らせ、 ま

た議会の意志 とは反対 に自分 の信仰 を誓 ったあ とで反逆者 と条約締結 にはい り、 自国民 と

戦 わせ るために何千人 ものアイルラ ン ド兵 を呼 び寄せ ま した。彼 の統治期 間中のすべ ての

圧政 を数 えあげれば きりが あ りませ ん。 しか し、彼 を支援す る軍隊が なか ったので彼の暴

政 は不安定であ り、つい には彼 の破滅 とな りま した。彼 は国民 に莫大 な額 を強要 しま した

が、 それ で もきわめ て多 くの 困難 を ともない、 ほ とん ど彼の役 には立 ちませ んで した。そ

の うえ、彼 は多 くの愚か な戦争や遠征 に浪費 したので、いつ も借金暮 らしを してい ま した

が、 それ で も彼 は しば しば軍隊 を召集 しよ うとしま した。

彼 はスペ イ ンとフラ ンス との戦争 にこ とよせ て何千 もの兵士 を集め ま した。彼 らは無銭

宿泊 を し、立 ち寄 る ところすべ てで盗み をはた らき、破壊 しつ くしま した。 しか し海外で

の戦争が不首尾 に終 わ り、 国内で高 まる要求 に圧倒 され、 この軍隊 を解散せ ざるを得 ませ

(7)

んで した。1627年 に彼 は三千 の騎 兵 を ドイ ツで召集 す るために オラ ンダに三万 ポ ン ド以

上送金 しま した。彼 は恣意的 な税金 を強制 しよ うとしま したが この件 は狂い を生 じ、議会

に調査 され、そ れを撤 回す る命令が下 されま した。彼の治世 の十五年 目に彼 は八千人の ア

イルラ ン ド人 をイ ングラ ン ドへ投入す るため に召集す るよ うにス トラフォー ドへ命令 しま

した。 しか し彼 らが イ ングラ ン ドへ到着す る前 にス コ ッ トラ ン ド人が 同様 な圧力の ため に

武器 を とり、 ノーサ ンバ ラ ン ドへ進軍 しま した。 それ によ り彼 は議会 を開か ざるをえな く

な り、そ の 目的 は くじか れ、 その結果、 その軍隊 は解散 され ま した。彼 はス コ ッ トラ ン ド

軍 に対抗す るためにイ ングラ ン ドで軍隊 を召集 したあ とただちに、彼 らとロ ン ドンへ進軍

し、議会 を解 散 させ ようと企 んでい たのです。 しか しこの軍隊は大部分が市民 軍であ り、

この件 が議会 に知 られ たので、直 ちに議会 は議員で あった士官、 ア ッシュバ ーナム50、 ウ

イルモ ッ ト51、ポ ラー ド52な どを襲 い、 この も くろみ は水 泡 に帰 しました。 この後、 国王

とスコ ッ トラ ン ド人 との 問で和解が成立 し、 それ に したが って両者の軍隊 は解散 され ま し

た。 それか ら彼 はス コ ッ トラ ン ドへ赴 き、 イ ングラン ドを侵略す るように説得 しよ うとし

ま したが、それ は実現せず、彼 は議会 にメ ッセージを送 り、スペ イ ン王へ貸 し出す ための

軍隊 として三千人の アイルラ ン ド兵 を召集す る同意 を求め ま したが、 国王がその軍隊 を他

の 目的 に使用 す るので はないか と恐 れた議会 はそれ を拒 絶 しま した。 国王 が ロ ン ドンへ

戻 って きた とき、彼 は居酒屋、賭博場、売春宿か ら三百人か ら四百人 の不道徳 な連 中を選

び出 し、彼 らにご馳走 を して、立派 に武装 させて護衛兵 とした彼 らを伴 って下 院へ入 り、

一277一



教養 ・外国語教育セ ンター紀要

議長席へ腰 を下ろし五人の議員53を 引 き渡す ように要求 しました。 しかし陸路や河川か

(8)

ら肩にマスケット銃をかついで武装 した市民が議会を守るために集まってきたので、彼は

それ以上の試みはしませんで した。この行為はひどく下院を怒 らせて、彼 らは将来の侮辱

に対 して自分たちを守るための護衛兵を選抜 しました。すると国王は直後にロンドンを離

れました。この少 し前にアイルランドの反乱軍は現地では国王の権威を主張 し、自分たち

を正当化するために国璽の押された文書を見せました。それは真実であれ偽 りであれ、 ど

ちらにせよ国民に大 きな警戒心をか きたたせたので、国王はその戦争の指揮を放棄するこ

とを議会に同意 しなければならな くな りま した。 しか しチャールズー世は彼 らにメ ッ

セージを送 り、国王自らアイルランドへ向かうつ もりだと告げました。そ して自分の護衛

のためにチェシャーで二千の歩兵 と二百の騎兵を召集する命令を下 したと告げました。そ

れにたい して議会は反対 し、阻止 しました。このことにより我々は国民を奴隷化するため

に彼の治世ではどれ くらいの数の兵力で十分だと考えられていたかがわか ります。そ して

それを手に入れるために国王はどれ くらい しばしば試み られたことで しょうか。

それか ら国王 と国民 との間で清教徒革命が勃発 しました。その内乱で多 くの血なまぐさ

い戦いが繰 り広 げられましたが、最 も大 きな戦いの二つはニューベ リ54と ネイズビーの

戦い55で した。 どちらとも新 しい軍隊が勝利 しましたが、最初の戦いはロン ドンの市民

軍により、後者は未熟練の軍隊であ り、それを国王はあざけって 「新型軍」56と呼んでい

ました。そ して数年後、 ウスターの戦い57で は地方の市民軍の大活躍により勝利がもた

らされたのです。それにたい してクロムウェルは自分の専制的な目的には不都合な道具で

あると思ったので怒 りと軽蔑のうちに市民軍を追放 しました。戦闘の結果 として国王は捕

虜 となり、議会は囚われの身である彼 と交渉 して、同時に軍隊の一部は解散させることを

議決 し、残 りの軍隊はアイルラン ドを制圧するために現地へ派遣 されることにな りまし

た。それでこの軍隊は自分たちの中か ら活動家を選び、彼 らが上下両院へ請願書を提出し

ました。自分たちが王国の問題に決着をつけるつ もりであり、それが達成で きるまで どの

軍隊 も解散 しない とい う宣言でした。 しか しその請願書が好意的には受け取 られなかった

ので、彼 らは国王の身柄を議会の委員会か ら確保 し、軍隊を解散させようとしたという理

由で十一人の主要な議員を反逆罪に問 うこととして、国王 と個別交渉に入 りました。 しか

し国王は彼 らの要求に応 じなかったので、彼 らはロン ドンを占拠 しました。そ して議会が

国王に将来の決着のために譲歩で きる余地を残 した議決をしていたにもかかわらず、彼 ら

は国王処刑を決め、そのために、彼 らの言葉によれば、議会を浄化 しました。それは議会
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に護衛兵を配置 し、国王に賛成する議員全員を追放 して彼 らは国王を処刑 しました。

このあと、彼 らは五年間、議会に統治させ、イングラン ド、スコットランド、アイルラ

ンド国内の敵を征服 し、ポル トガル王国を自分たちの条件の下に制圧 し、海上での名声を

回復 し、いくつかの有名な戦闘でオランダを征服 し、我が国の貿易を確保 し、歳出をきわ

めて節約 して管理 したので、公を犠牲にして私人によって獲得された土地はありませんで

した。そ して最後には自国の解体の法令を通過させ、国家を自由で公平な共和国にしよう

としました。軍隊はそれを恐れていたので、議会 を解散 させることが必要だと考 えられ、

クロムウェルは翌 日に銃士隊二隊を議場に導 き入れ、下院議長をその椅子か ら引 きず り下

ろし、みずか ら狂気 じみた行動をとり、あるひとを売春仲介者 と呼び、またある人を飲ん

だくれと呼び、議員を中傷 し、軍人に道化師の笏杖を取 り上げさせて議会に別れを告げま

した。彼 らがこのような暴力をふるったあと、士官の委員会が新 しい形の政府を作 り、あ

(9)

らゆ る州や イ ングラ ン ド、ス コッ トラ ン ド、 アイル ラ ン ドの都 市 か ら一定 の人 々 を選 出

し、 これ らの人 々に最高権力 を与 えま した。 しか しす ぐあ とに彼 らを追放 し、それか らク

ロムウェル自身が立 ち、 プロテクター と下院 による新 しい政府の装置 を組織 し、その結果

彼が議会 を招集 しま した。 しか し彼 らはクロムウェルの期待 にそ ぐわなか ったので、 自分

の協定書 に署名 しよう としなか った もの を全員排 除 しま した。そ して残 った もの も彼の 目

的にそ ぐわない もの はまた侮辱的 な言葉 を使 って追放 しま した。彼 はそれか らイ ングラ ン

ドをい くつかの地域 に分割 し、主要 な将軍や管理官 を配置 しま した。彼 らは横 柄 な態度で

統治 し、王党員 を殺鐵 し、好 き放題 に税金 を課 しま した。それか らクロムウェル は確実 に

自分 で国王 になろ うとい う意 図を持 ち、 その 目的 のため にいつ ものように自分の嫌い な も

のを排除 したの ち、別の議会 を招集 しま した。 この議会 に彼 は統治の別の方法 を提案 しま

した。そ れは国民の代表 に よる議会 の他 に貴族 院の性質 を もち、七十名か らなる第二 院に

加 えて もう一人 の人物 を任命す る ものです。 この人物 をなん と呼ぶか は空 白の ままに して

お きま したが、 それ をこの価値 ある議会 は国王 という名で埋め ま した。そ してそれ をクロ

ムウェルに申 し出て、受諾 して欲 しい と要望 しま した。 また彼 に他の議院の議員 を指名す

る権利 を与 えま した。 これに軍隊の高官が反発 しま した。 これ は自分 たちが次 に専制者 と

なる希望 を破壊す る もの だったか らです。そ れで彼 らは議会 に対 して国王の権力 と統治 に

反対す る演説 を行い ま した。 それで クロムウェルはその称号 を拒絶 し、護民官 とい う名前

の もとで よ り強大 な権力 を持つ こ とで満足 しま した。後 に彼 はこれ を 「別の議院」 と名付

けま した。 とい うの は大部分 の議員が軍隊の士官 だったか らです。 しか しこの議 院に も彼
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は満足 しなかったので、彼は怒 りにまかせてこれを解散 し、自分が死ぬまで議会を開かず

に国家を統治 しました。

彼の死後、軍は彼の息子 リチャー ドを立て、彼が新 しい議会を招集 しました。 しか しそ

の手順は兵士の気性に好ましくなかったので、彼 らは護民官に議会を解散させ、それか ら

彼を廃位 し、権力を自分たちが掌握 しました。 しか し権力を使いこなすことがで きず、共

(10)

和国を復活させ、す ぐあとに再びそれを排除 しました。なぜなら彼 らは市民か ら軍事力を

独立させたままにさせておこうとはしなかったか らです。それか ら彼 らは国家をウォリン

トンハウスで戒厳令で統治 し、政府の執行機関のために安全委員会を選出しました。 しか

しそれは彼 らが自由の保守者を選ぶまでの短期間しか続 きませんで した。そ してそれ も機

能 しなかったので、彼 らはすべての連隊か ら二人の代表を選出し、この価値ある委員会で

国家を安定させようとしました。彼 らが集まったとき、あるときは新 しい議会を招集 しよ

うとしたり、またあるときは古い議会を復活させようとしたこともあ りましたが、結局古

い議会を復活させました。このような手段によってすべてが混乱に陥 り、モンク将軍にイ

ングラン ドへ行軍する好機 を与 え、そ して彼は きわめて狡猜に 自分の役割 を果た し、

チャールズニ世の父親の頭を切 り落 とした軍隊の一部で国王を復活させました。

これはまさに軍隊をともなう政府の真実で生々しい例であ り、その軍隊はある主義の も

とに、自由のために召集され、ほとんどが信心深 く、真摯な人々で構成 された軍隊で し

た。 もし国内外の両方において非常に高い評判を獲得 したこの軍隊が国民全体が武器をも

ち訓練され、自由を求めて国民の脈拍が高 く打ち鳴っているとき、これほどまで もひどい

暴力を議会に対 して用いて常に成功するなら、 もしまんいち将来野心のある君主がふ しだ

らで堕落 した軍隊や、おべっか使いの僧職者や、売春婦の大臣や、 どこかの破産 した議会

や、年金受給者の議会や、奴隷的で腐敗 した国家において蜂起すれば、 どのような事態が

予測できるで しょうか。

この手段 によってお嬢 さん育ちの ように贅沢な君主 であ り、最高の偽 善者 である

チャールズニ世がやってきました。彼はたとえ自分自身はカ トリック教徒でなかったとし

てもきわめて強いカ トリックびい きで した。 しか し国民は軍隊にひどい 目にあわされてき

ていたので、彼は喜びと熱狂で迎えられました。蜜月時代の議会は何で も彼の希望する法

律を通過させ、それまでの君主が受け取った三倍 もの金額である莫大な資金を一生涯彼に

与えて、その上国王が好 きなように使える数百万ポン ドを与えました。これによって彼は
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以前 の どの国王 よ りも恣意的 な権力 を持 てる とい う途方 もな く大 きな希望 をい だい たので

す。 そ してその ため に彼 は王 国全体 を堕落 させ、弱体化 させ ま した。彼の宮廷 は姦淫、泥

酔、不信仰 の場であ り、 国家元首の家族 と言 うよ りは売春宿、 もしくはバ ッカスの宴会の

よ うで した。そ してそれ ほ ど日寺もた たない うちにこの汚染 は国全体 に広が り、狼褻 で ない

こ とは流行遅れ のように思 われるようにな り、公共の敵で なけれ ば恥ずべ きこ とだ と思 わ

れるよ うにな りま した。 これ以後 に起 こったすべ ての悲惨 な出来事 はすべて これが原 因で

あ り、我 々 自身の破滅 以外 には消 し止 め るこ とが出来 ないので はないか と恐 れ るほ どで

す。彼が玉座 に着 くとす ぐにオ リヴ ァーが フラ ンス との 間に締結 した有利 な商業条約 を王

位纂奪者 によってなされ た ものだ とい って破棄 しま した。 フラ ンスが我が国のすべての産

物 に課税す るこ とを許容 し、 そのこ とで輸入禁止 にさせ、貿易収支で彼 らが年 間百万 ポ ン

ドも輸入超過 に して しまい ました。彼 はダンケル クの重要 な要塞 を売 り渡 し58、 フランス

にセ ン ト ・ク リス トフ ァー59や 北 アメ リカの他 の場所 を占拠 させ て しまい ま した。

彼 はオランダ と馬鹿 げた不 当な戦争 を始め、議会が彼 に莫大 な戦費 を支払 ったに もかか

わ らず、彼 はそ の資金 を自分 の不品行 に費や して しまい、 オラ ンダは我が国 にたい して非

常 に有利 な立場 とな り、チ ャタム60の 我が 国の艦隊 を焼 き払 って しまい ま した。 つい に

彼 は戦争 を終 結 させ る と きに彼 らに対 して不名誉 な和平 条約 を締 結す る ことにな りま し

た。我が 国に とって永遠 に続 く不名誉 とな り、我が 国の海上 にお ける名声 はほんの数年前

は議会 に どのような法律 で も好 きなよ うに書 くよ うに と白紙委任状 を送 りつ けてい たの に

もかか わ らずそ の国によって恥 をかか されるほ ど地 に落 ちて しまったのです。 この戦争 中

にシティーは焼 き討 ちにあい、焼夷弾が ホワイ トホールで準備 され たので はないか と大い

に疑 われ てい ます。彼 はこのす ぐあ と、強大化す るフラ ンス に対抗す るため に三 国同盟61

を結 び、 それ を維持す るため に議会か ら莫大 な資金 を受 け取 りま した。それ を彼 は同 じ同

盟 を破棄す るために使 ったの です。 コヴェ ン トリー氏 をス ウェーデ ンに派遣 して 同盟 を破

棄 させ ま した。 そ してフラ ンス と厳格 な同盟 を結 びま した。それ は彼 の妹の血縁 によって

締結 され たのです。 さ らに彼 は自由 とプロテスタ ン トの宗教 を撲滅 させ るため にオランダ

に対 して新 たな戦争 を始 めま した。 しか し議会が戦争 に反対 し、支援 して くれ ない こ とに

気づ くと、彼 は戦争 を宣言す る前 に彼 らのス ミルナ艦 隊 を捕捉 しよ うとし、国庫 を閉鎖

し、 フラ ンスか らの年金受給者へ身 を落 としたの です。彼の先祖 は剣 を手 に して しば しば
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フラ ンスか ら貢 ぎ物 を取 り立 てま した。彼 はフラ ンスがその絶頂 にた どりつ くこ とを許 し

ただけで な くそれ を援助 したのです。それ を全 ヨーロ ッパ はそれ以後十分 に感 じ、嘆い た

もの です。彼 はフラ ンダーズ と ドイツを従属 させ るため に一万人 を援軍 として送 りま した

が、彼 らの援助 をえて、 い くつかの大規模 な戦 闘を しま した。彼 はあ らゆる国家の政策 に

反 して彼 らに木材、水夫、船大工、 そ してモ デルを送 りま した。 それで彼 らの海軍力 は我

が 国 とほ とん ど同程度 にまで高め られ るこ とにな りま した。そ して彼 らを訓練 させ るため

に彼 は多数 のイギ リス船 を賠償 を要求 す るこ ともな く私掠 船船長 によって捕獲 させ ま し

た。

この戦争 中彼 は刑法の一時停止 を宣言 しま したが、それ はカ トリック教徒 を擁護す るた

めに意 図され た もの のように思 われ ます。の ちに彼か ら、上 院か らあ る法案 を盗 むように

との指示が あ りま した。彼が 自 らの治世 の期 間、 カ トリック教 に賛 同 し、 ひい きし、非 国

教徒 を激 しく迫害 しま した。 そ して アイルラ ン ドで王位継承法 を破棄 し、彼 らに地所 を回

復 させ、 カ トリック教徒が地方 自治体 に居住す る自由を与 える布告 を発 しま した。そ して

議会が何度 も繰 り返 して反対演説 を行 ったに もかか わ らず ヨーク公 をカ トリック教徒であ

るだけで な く、 フラ ンスの利益代 表者 の一 人であ る人物 と結 婚 させ ま した。62この治世 に

あの呪い憎悪すべ き政策が議会 に賄賂 を贈 り、彼 ら同士で イングラ ン ドの高位公職 を分配

し、 また役職の不足 を土地 と金銭の下賜 によって埋め合 わせ るこ とによっておおい に増進

され ま した。我 々は誰で も黙従 とい う無意味 な言葉の もとに専制的 な権力 を擁護 し、政体

に反対で ある と公言 しない限 り教会や 国家の役職 には就かせ て もらえませ んで した。すべ

ての神 と人 の法律 よ りもそれが優先 され ま した。忌 まわ しい カ トリック教徒の陰謀 は抑 え

込 まれて以来、致命的 な経験 を経て まった く真実で ある事が証明 され ま した。そ してその

部屋 で プロテス タ ン トは罪 をで っち上 げ られ、人 々は ミール タブや、 フィ ッッハ リスや、

ライハ ウス、ニ ューマ ーケ ッ トや ブラ ック ヒースの陰謀 の ように計略 に乗せ られ ま した。

そ して虚偽 の申 し立 てや、一 団の裁判官 と陪審員 によって彼 らはイ ングラ ン ドの最高の人

物 を何人か虐殺 して しまいま した。他の人 々には過度の罰金 を課 し、エセ ックス卿 を殺害

した とい うもっ ともらしい嫌疑 をか けま した。そ して我 々を完全 に破滅 させ るため に、彼

らは指示 され た人 を選 出 しなか ったイ ングラ ン ド中のすべて の同業者組合か ら可能 な限 り

す ばや く、認可状 を剥奪 しま した。 しか し彼 は もし自分 を正 当化す るための軍隊 を持 って
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いなけれ ばこの よ うなこ とを しよ うとは夢 に も思 わなか ったで しょう。彼 は最初議会軍 を

維持 す るつ も りで あ り、それ は数回検討 され ま したが、ハ イ ド大法官63が その ような軍

隊 は彼の父親の首 を切 り落 とした ものたちの軍隊 である と主張 して彼 をうま く納得 させ ま

した。 また彼 らは十 あま りの種類の政府 を樹立 し、それ を打 ち倒 し、 そ して今度 は彼 自身

の番か もしれ ないのです。 したが って彼 の恐 怖心が野望 よ りも勝 り、彼 は議会軍 を解散 さ

せ るこ とに同意 しま した。 しか し軍隊が ない恣意 的な権力が どれ ほ ど無力で実 を結 ばない

もの であるかがす ぐに実証 されま した。 したが って彼 は軍隊 を手 に入 れるあ らゆる方法 を

試 み ま した。 そ して まず 彼 はス コッ トラ ン ドで試 みた のです。 ロー ダー デイル公爵64を

使いス コ ッ トラン ドで法令 を通過 させ、 それ によってス コ ッ トラン ド王 国は国王の召集 に

応 じて二万 の歩兵 と二千 の騎兵 を集 め、 自国領土 内のすべて の地域 に派遣 され る義務 を負

うこ とにな りま した。そ してこの法律 は今 日まで存在 してい ます。 ほ とん ど同日寺期 に彼 は

イ ングラ ン ドで護衛兵 を召集 しま した(そ れ まで イングラ ン ドの政体で は耳 に したこ との

ない事柄 です)。 そ して次第 に彼 らを増強 し、恐 ろ しい ほ ど強大 な ド軍隊 に までな りま し

た。最初、彼 らはご く少数で したが、 わずか な人数 をす こ しずつ加 えて騎兵 中隊 とか歩兵

中隊 とし、それか ら騎兵 中隊や歩兵 中隊 の数 を増や し連隊 とし、第二次英蘭戦争 まで には

軍隊 を五千人近 くまで増強 しま した。彼 はそ れか らフランス と共 同で戦争 を始め、議会 は

彼 にその戦費 として二百五十万 ポ ン ドを与 え、そ の一部 として彼 はブラ ックヒース軍 と呼

ばれ てい るお よそ一万二千人 を召集 し(そ の将軍 として シ ョンバ ーグ元帥 を任命 し、 アイ

ルラ ン ドの カ トリック教徒 の フィ ッツジェ ラル ドを副官 としま した)、 この軍 隊でオ ラ ン

ダ を攻 撃す るふ りを しま した。 しか しそ の 目的 に使 用 す る代 わ りに彼 は この軍 隊 をブ

ラ ックヒース に駐屯 させ、 ロ ン ドンのシテ ィー周 辺 を うろつ かせ 、議会 とシ ティー を動

揺、混乱 させ たので、 国王 はつい に彼 らを解散せ ざるをえな くな りま した。 しか しそれ に

関 してい くつか の事故がお きたのです。第一 に対 オラ ンダ戦争 にお ける失敗 について は大

して勇敢 さが試 され るこ ともな く、幸運 の最高潮 の歓喜の 中にあ りま した。次 に、あの偉

大 なシ ョーンバ ーグ将軍 の寛大 さを忘れ てはな りませ ん。そ の偉大 な天才 は自由民 を鎖で

つ な ぐような下劣 な行動 を軽蔑 しま した。そ してつい にはこの軍隊 自身が給与が支払 われ

(14)

ない とい う理由で反乱を起こしました。これはその当時国内に広まっていた不満をつの ら

せ、国王は彼 らをすすんで解散させました。 しか し同時にオランダとの和平条約の条項に
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違反 して、彼は一万人の兵士をフランス軍に残 したまま、ほとんどをカ トリック教徒の士

官の指揮下にお きました。そこで彼 らが出動 した場合にはいかなる命令にも従 うように奴

隷的な方針になじませたのです。議会は開かれませんで したが、国王にこれ らの軍隊をフ

ランスか ら呼び戻 し解散するようにとの請願が出されました。そ して数回その 目的のため

に法案が用意されたのですが、それを国王はいつ も停会によって妨害 しました。 しか しつ

いにその軍隊を呼び戻す宣言 を出す ように説得 されましたが、同時に彼 らに新兵 を補充

し、 自発的にその任務 に加わるように督励 しました。そ して他の ものたちを主力軍 に

よって抑圧 し、拘留 し、引 き継いだのです。それに彼は新 しく召集された連隊を解散 した

だけで、全部を解散 したわけではあ りませんで した。 とい うのはイングランドに士官の他

に1673年 に設立 した五千八百九十の兵を保持 していました。国王 には同時に実行 しよう

としていた二つの偉大 な計画があ りました。それらはカ トリック教 と恣意的な権力であ

り、 この軍事力だけでは自分の仕事を効果的に実行するには不十分 だと思っていたので

す。それゆえに新 しい軍隊を獲得する方法 を提案 し、 もっともらしい方法 をとりました。

それはフランスと戦争をするふ りをすることで した。そ してこの 目的のためにタイン氏を

オランダに派遣 し、オランダと厳正な同盟を結びました。そ して同盟が締結されると直ち

に議会を招集 しました。議会は彼に百二十万ポンドを実際の戦争に入るために与えました

が、その資金で彼は四十 日以内に二万人か ら三万人の軍隊を作 り上げ、その一部をフラン

ダーズへ派遣 しました。同時に彼は自分の軍隊をフランスにとどめて、オランダとの私的

な講和を推進するためにフランス国王か ら相当額を受け取 りました。 したがって議会はフ

ランス との戦争のためではなく、自分たちを奴隷化する軍隊を召集するために莫大な資金

を与えたのです。 しか しこの頃カ トリック教徒の陰謀事件が発覚 し、国家を非常な騒乱に

陥れたのでこの潮流をとどめる方法はあ りませんで した。 したがって国王は議会を招集せ

ざるを得ず、その議会は1678年10月23日 に開会 しました。議会は直ちにカ トリック教

(15)

徒の陰謀 と地上兵力に対処 しました。その他に、五十七の委任状がカ トリック教徒に与え

られてお り、それは軍隊を召集するためでしたが、J.ウ ィルソン氏が連署 していました。

それに関 して、国王が資金を支払 えるなら近衛兵 を維持するつ もりであると書かれてあ

り、彼はロン ドン塔へ収監 されました。この事件は議会を激怒させ、直ちに軍隊の解散へ

進み、1677年9月29日 以後に召集されたものは全員解散すべ しという法令 を通過させま

した。そ して国王に未納金の支払いに充てるようにと六十九万三千三百八十八ポン ドを与

えたのですが、彼はその資金を軍隊を維持 し、議会を解散させるために使用 しました。 し
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か しす ぐあと別の議会を招集 し、その議会は同様な協議を続け、軍隊を解散させる二番 目

の法律を通過させました。そのために新 らたに別の資金を与え、自分たちが指名 した委員

のロンドンチェンバーへ払い込むように指示 しました。そ して市民軍以外の常備軍をこの

国において保持することは違法で、国民に対 して大いなる苦情 と迷惑であると決議 しまし

た。その結果軍隊は解散されました。これとは別に彼 らはフランス駐在の軍隊について不

平を述べ、再び国王にそれを思い出すように申し入れ、ある程度の効果があ りました。 と

いうのは国王がこれ以上新兵を派遣せず、次第に消耗させたか らです。この軍隊の解散は

1679年 から1680年 にかけてでしたが、士官の他 に五千六百名の兵がいました。このとき

か ら彼は決 して国民 と同意せず、カ トリック教徒の陰謀を調査 しているという理由で以後

の三回の議会を解散させました。そ して彼の治世の最後の四年間は一回も議会を招集 しま

せんでした。そ してその仕事の仕上げとしてタンジールは破壊 され、守備隊は撤収させ、

イングランドの最 も重要な港に配置 しました。それは1683年 か ら1684年 に編成され、士

官の他に八千四百八十二名の兵がいました。この国王の治世において、国会で彼の護衛兵

が非難されなかったことは一度 もあ りません。また議会か ら最小の賛成 も得 られませんで

した。 しか しそのような関係であったにもかかわらず、宮廷は市民軍に賛成 しない どころ

か有用化することも決 して認めませんで した。このように国王は少数の護衛兵を非常に巧

妙にうまく大切にしたので、議会のあらゆる反対努力にもかかわらず数年のうちに強大な

軍隊に成長 したことがわか ります。始めにチェックを受けない悪の成長を妨げることはき

わめて困難なことなのです。

(16)

国王 はアイルラ ン ドで士官 を含み七千七百人 に軍隊 を増強 させ ま した。一方彼 らはよ り

多 くの機会があ った以前 の治世で は二千名 を越 えるこ とはけっ してあ りませ んで した。 ア

イルラ ン ド人 は少 し前 にクロムウェルによって完全 に減少 され、 この 国王の支援が無 けれ

ばふ たたび立 ち直 るこ とは出来 なか ったで しょう。 しか しそ の真実 は彼の軍隊 はアイルラ

ン ド人 を支持 し、 アイルラ ン ド人の恐怖 は彼 の軍隊 を支持す るこ とで した。 この 国王の支

配の後半期で は、 この国家 は完全 に自由の感覚 を失 って しまってい たので、彼 らは束縛 さ

れるこ とを好 むよ うになっていま した。 そ して もし彼 ら兄弟が よ り長生 きしてい た ら、 ま

たは彼の例 にな らってい た ら、 この ときまで には我 々はフランス と同様 に大い なる奴隷 に

なってい たで しょう。 しか し我 々に とって神 の大 いなる慈悲 となったのは彼 らが異 なる性

格 だったか らで した。横柄 で、頑固 で、偽善者 で、 フラ ンス とローマの助言 のみ に従い、

自分 自身の暴力的性質 に押 されたのです。 したが って彼 は息が切れ るまで早 く走 りづ けま
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した。彼が 国王 になる とす ぐに議会 の承認 もえず に関税 と物 品税 を占有 しま した。彼 は法

律家 のな らず者 を選 び、裁判官 に しま した。 そ して彼の野心 のために誓約 を放棄 しない も

のは全員追放 しま した。 それ によって彼 は何人か の貴族 をロン ドン塔か ら解放 し、 オーツ

博士 や ジ ョンソン氏 な どを野 蛮 な刑罰 で苦 しめ、西部地 方の数百 もの人 々 を虐殺 しま し

た。恩赦 を与 える約束で騙 して告 白させ、 コー ン人 を殺害 し、特別恩赦の権 限をウエス ト

ミンス ターホールで宣言 して もらい、モ ー ドレン ・カ レジの フェローを自由保有権か ら追

放 して司祭 のための神学校用 に使い、そ して脱走 した とい う罪で軍人 を絞首刑 に処 しま し

た。彼 は教会委員会 を設立 し、 ロ ン ドン大主教 を停職 させ ま した。 なぜ な ら彼 はローマ カ

トリック教 に反対す る説教 を したシャープ博士 に同 じ刑罰 を与 えなか ったか らです。彼 は

貴族 や"ジ ェン トリー を幽閉 し、就任宣誓 を放 棄す る とどうして も約束 しなかった もの を

全員解職 し、 ローマ カ トリック教徒 の枢密顧問官 を裁判官、副長官、 さ らには治安判事 に

任命 しま した。 そ して議会で公 開 してこれ をすべ て確認 させ るために彼 は兄が始め た特許

状 を取 り上 げる仕事 を遂行 しま した。そ して監視委員 と呼 ばれ る一種 の世 を毒す る もの た

ちによって同業者組合 を新 しいモデ ルに しま した。彼 はローマか らナ ンチ オ とい う人物 を

受 け入 れ、 ローマへ大使 を派遣 しま した。彼 はサ ボイにカ トリック教徒 の神学校 を建 て、

若者 を堕落 させ るために、司祭 を自分 たちの僧服で歩 き回 らせ ま した。そ してティアコネ

(17)

ルをアイル ラン ド准 将 に任命 し、 プロテス タ ン トを軍 隊や、公 職か ら全員追放 し、

フィットンをその王国の首相 としました。(カ トリック教徒であ り、偽証が見破 られた人

物です。)彼 はスコットランドで宣言を発 し、そのなかで絶対的権力を主張 しています。

それに彼の臣下はすべて無条件で服従 しなければならないのです。そのような特権は トル

コ皇帝やムガール帝国の皇帝さえも要求 したことがない ものです。彼は良心の自由にたい

する宣言を発布 し、すべての教会で読み上げるように命令 しました。そして七人の主教を

拘留 し、裁判にかけました。なぜなら彼 らは嘆願書の中でそれに反対の意見を述べたか ら

です。そ してその仕上げとして、我々の不運か ら救い出す希望が持てないように、彼はそ

の国に偽 りの皇太子を押 しつけました。彼が王位に就 くとす ぐにモ ンマス公が上陸 し、数

週間で六千か七千の人々が結集 しました。 しかし彼 らは武器 も食糧 も持たなかったので

二千人にも満たない国王軍にたやす く敗北 してしまいました。それは常備軍の帰結の悲 し

い成 り行 きを残 しています。 とい うのは庶民の最愛の王子がいて、国民に忌み嫌われてい

たカ トリック教徒 と戦い、それで もそれほどまでの少数の軍隊に敗退 したのです。そ して

彼 らの多 くは彼の友人で した。権威者側の軍隊はそのようなもので した。それ以来ジェイ
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ムズニ世は一万五千人か ら一万六千人へ軍隊を増強する機会を得て、それか ら仮面を脱 ぎ

去 り、議会を招集 し、傲慢な態度で演説 し、軍隊を増強 し、就任宣誓により資格が与えら

れていない士官を任命 し、彼 らを手放すつ もりはない と議会で告げました。彼は歳出を求

め、彼 らの承諾を期待 していると議員に知 らせました。国王に生涯莫大な資金を与え、国

王のプロテスタントの宗教に対するいつ も変わらない言葉以外にはどのような保証 も求め

ることを拒絶 した忠実な紳士がたで、実際に国王が求める ものはすべて実施 した人々に

とってはほとんど予想 していなかった事態で した。 しか しそれは特別に例外的なものでは

ありませんで した。 とい うのは国王が議員の大部分を自分自身で選んでいたか らです。 し

か しこの議会でさえも軍隊には反対で した。マキャベ リの言葉が思い起こされます。すな

わち、人間が完全に善であったりすることは完全に悪であったりすることと同様に困難な

ことなのです。 しか しマキャベ リがこの時代に生 きていたとすれば、彼は自分の意見を変

(18)

えていた と思い ます。宮廷 は この事柄 に大 い に苦心 しま した。そ して機知 を示 すため に、

彼 らは我 々にフラ ンスが強大 にな り、 オラ ンダの軍隊がおおい に増強 され たので、我が 国

とフラ ンダーズ防衛 のために同 じ割合で強大で なけれ ばな らない と主張 しま した。そ して

市民軍 に頼 るわけにはいか ない とい うのです。 しか しこの浅薄 な修辞学で は議員 には通用

しないで しょう。彼 らは答 えま した。我 々は軍隊 な しで千年以上 も自国を防衛 して きま し

た。 国王 の真の力 は国民か らの愛です。 自分 たちは市民軍の能力 を高 め、その 目的の ため

の法案 を提案す るように命 じま した。 しか しこれ らすべ ては彼 らの不正 を成就す るため に

役 だっただけで した。 とい うのは彼 らは自分 たちの仕事 をすで にす ませ てお り、今や彼 は

それ に も関わ らず軍隊 を維持 しよ うとしたのです。 だか ら彼 は議会 を閉会 に し、 自分の治

世 におい ては二度 と議会 を開催 しませ んで した。 そ して ロ ン ドンのシティーを驚かせ、 自

分の軍隊 をヒュー ンスロウ ヒース に気候が許す 間は野営 させ ま した。 それ は議員のみで な

く、 国家全体 を最大 の恐怖 と混乱 に陥れ ま した。彼の治世の末期 におい て彼 はイングラ ン

ドで二万人以上 に軍隊 を増強 し、 アイルラ ン ドで は八千七百人余 りに増強 しま した。 この

国王 は政治 におい て二 つ の致命 的 な 間違 い を犯 しま した。最初 は彼 の昔 か らの親友 で

あった司祭 と争 った ことで あ り、彼 らは彼 の信仰 に もかかわ らず 王冠 を もた ら して くれ

て、最大 限彼の専制政治 を支持 してい たで しょう。いや、 カ トリックは、 とくにその最悪

の部分、す なわち、教会 の支配 は、彼 らに とってはそれ ほ ど恐 ろ しい もので はな く、す こ

しばか り料理法 を考 えれ ば味 の良い もの となったか も知れ ませ ん。 しか し彼の周 りには彼

らの破滅 によっての し上が って きた別の種類 の司祭がお り、彼 は反対者の機嫌 を とり、彼
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らを採 用 し、彼 らに良心 の 自由 を与 える こ とに よって、 よ り安楽 なゲ ーム を楽 しめ る と

思 ったのです。 その親切 さは きわめ て不合理 だ と思 えたので、彼 らの 中で も賢明で冷静 な

人 々は心か らそれ を信 じるこ とは決 して しませ んで した。そ して オ レンジ公が上陸 した と

きには彼 に敵対 しま した。二番 目の彼の 間違 いは自分 自身の軍隊 を怒 らせて しまったこ と

です。す なわち、 アイルラ ン ドか ら連隊 を連 れて きてすべて の中隊 に非常 に多 くの アイル

ラ ン ド人 カ トリック教徒 を任命す るよ うに命 じたこ とです。それ によって彼 らははっ きり

(19)

と彼がカ トリック教徒でで きるだけすみやかに空 きを埋めて軍隊を改革 しようとしている

ことを理解 しました。その際に彼は国民の権利を侵害 し、英国国教会 と仲違い し、非国教

徒のあやしげな人々と交渉 し、自分自身の軍隊の希望に背いたのです。そういう事情で、

軍隊は全員で団結 して彼に反抗 しました。そ して手助けをしてオレンジ公を招 き入れたの

です。彼はその招請を受け入れて1688年11月5日 に トーベイに上陸 し、宣言を公布 しま

した。先の統治のすべての弾圧 を示 し、[常 備軍は維持 したまま]自 由議会を支持する立

場を表明 しました。そのなかで再び隷属的な状況に陥る危険がないように決定 し、この革

命が達成されればす ぐに自分の外国軍を送還すると約束 しました。彼の上陸の知 らせがイ

ングランド中に広まったとき、彼 は国民の広範囲にわたる歓呼によって歓迎 されました。

彼はこの国のすべての正直な人々の手、心、祈 りを受けいれました。みなが自分たちが長

く待ち望んだ救いの時が来たと思ったのです。ジェイムズニ世は自分自身の家族に見捨て

られ、宮廷に見捨てられ、自分の軍隊にも見捨てられました。彼が立っていた地面は崩壊

し、その結果、彼は自分の妃 と子 どもを先にフランスへ送 り、す ぐあ とを自分 も追いかけ

たのです。オレンジ公がロンドンに入ったとき、彼が上陸後に召集された多 くの連隊のほ

とんどを解散 しました。そしてジェームズニ世の軍隊はフェヴァシャムによって解散させ

られましたが、彼 らの軍旗の もとに再び集合するように命 じられました。それを軽率な行

動だと考えた人 もいましたが、法律に違反 して召集され、専制政治を支持 した軍隊より

は、革命が構築された原理に基づいて参集 した軍隊を維持 していた方が我々の利益 となる

と考えてのことで した。その他にアイルランドの惨状は早急に支援が必要であり、これ ら

の人々はそのような仕事に当てることも可能で しょう。オレンジ公はロン ドンに入った数

日後に貴族院を招集 し、その後まもなくしてチャールズニ世の最後の三議会の議員を招集

しました。そして両院か ら、政府の行政を執行 し、当時のアイルランドの状態に特別な配

慮をしていただきたい、また土地について委員会を選定するために回覧公式書状を発する

ようにとの請願を受けたのです。この期間中アイルランドは出血 し続けてお り、ティアコ
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ネルは軍隊 を召集 し、 プロテス タ ン トの武装 を解除 し、 ラ ンス ター、 ミュ ンス ター、 コ ン

ノー トに彼 らが所持 していたすべ ての土 地 を没収 してい きま した。 これ に よ り何 度 も一、

二連隊 を派遣す るこ とだけで したが、援軍の要請が あ りま したが、そ れはで きなか ったの

で、彼 らに武器 と委任状 を送 ったのです。そ の武器があれ ばおそ らくその王 国を きわめて

容易 に鎮圧で きるほ どの もの で した。 しか しオ レンジ公 とジェームズニ世の軍隊 は双方 と

もイ ングラ ン ドにお り、 まった く援軍 は派遣 され ませ んで した。 この ような手段 によって

アイルラ ン ド人 はロ ン ドンデ リー とイニス キ リングをのぞ くこの王 国全体 を手 に入れ たの

ですが、 ロン ドンデ リーは十二月九 日に城 門を閉ざ し、 オ1/ン ジ公 を支持す る とい う声明

を発表 し、即座 に援軍 を派遣 して もらい たい と請願 しま した。 しか し三月二十 日まで彼 ら

は武器弾薬 を手 に入 れるこ とが 出来 ませ んで した。そ してカニ ンガム とリチ ャーズの援軍

は4月15日 にや っと到着 したのですが、 ただち に軍務 を放棄 し、以前 国王 に よって州長

官 に指名 され たラ ンデ ィーを伴 って帰還 しま した。その 町の防衛 は困難であ る と弁解 した

のです。 この背信 に もかか わ らず、包囲 され た人 々の決心 は非常 に強 く、最大の勇敢 さを

発揮 して防衛 を続 け ま した。 そ して再 び救援 を求め たのですが、 それ はカー クの指揮 の

下、六月七 日まで は到着 しなか った し、 これ らの哀れ な連 中は実際 に七月三十 日まで解放

され ませ んで した。七週 間以上 も前 のこ とで したが、彼が最初 に入港 した ときに どうして

出来 なか ったので しょうか、 なんの理 由 もないように思 われ ます。我 々は失望 し疲れ果て

たこれ ら哀れ な連 中の決心 にこのように して代価 を払 ってい ます。

条件が合意 された とき彼 らは王位 に決着 をつ ける予備行為 として、二十八条項 を決め ま

した。 しか しこの条項 は 「権 利 の宣言 」 に1委小化 され ま した。そ れ は十 三条 項 であ り、

「平和 時 に常 備軍 を召 集 し、保持 す る ことは法律 に違反 す る」 とい う最 も重要 な項 目に、

「議会 の承 認が なければ」 とい う語句 を付 け加 えま した。 あたか も議会 の承認 とい う語句

が なけれ ば、そ れを合法 的な ものには出来 ないか、 もしくは議会 の承認があれ ばよ り危険

な もので はな くなるかの よ うに。

(つづ く)

あ とが き

本稿 は以下のパ ンフ レッ トの翻訳 です。全体 は50頁 を越 える もの なので今 回はその前半

部分 のみ としてい ます。

.4S勿7'研3'醐yρ/翫 α〃4勿g∠47珈63初E〃g1α 〃4London,1698.(以 下 、.4S勿7'研 ∫'oη

と呼ぶ。)1698年 に出版 され たこのパ ンフ レッ トは例 によって著者名 は示 されてい ないが、
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1697年10月 に 出 版 さ れ た.4%.4堰%挽6π ちS加 ω勿8》'勿'αS如 加1初8・.47辮 ッ ガ∫肋co〃 ∫ガ∫'6〃'

癬 訪 αF/66G!o御7π 〃z6πち α〃401∂∫01碗6砂463〃%6'勿6'o訪6Co〃3漉'厩 ゴo%げ'加Eπ91∫3乃

躍0襯70勿.London,1697と 同 様 にJohnTrenchard(1662-1723)の 著 と さ れ て い る 。
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1698年 出 版 の パ ン フ レ ッ ト。JohnTrenchardの 作 と さ れ て い る 。

CharlesII(1630-85;英 国 王1660-85),チ ャ ー ル ズ ー 世(1600-49)の 子 。 清 教 徒 革 命 中

は フ ラ ン ス に 亡 命 し、 革 命 後 の 王 政 復 古 で 王 と し て 帰 国 した 。

CharlesI(1600-49),ジ ェ イ ム ズ ー 世(1566-1625)の 子 。 チ ャ ー ル ズ ー 世 は 清 教 徒 革

命 に よ り処 刑 さ れ た 。 こ れ に よ りチ ャ ー ル ズ ニ 世 を 含 む 家 族 は フ ラ ン ス へ 亡 命 す る

こ と に な っ た 。

FirstEarlofStra伽rd,ThomasWentworth(1593-1641).英 国 の 政 治 家 。 チ ャ ー ル

ズ ー 世 の 補 佐 役 と し て 反 動 政 策 を 推 進 、 長 期 議 会 か ら弾 劾 さ れ 、 処 刑 さ れ た 。

WilliamNoyま た はNoye(1577-1634).チ ャ ー ル ズ ー 世 の 法 務 官 で あ っ た 。

CharleslX(1550-74;フ ラ ン ス 王1560-74)。

Mathos(?-237BC)紀 元 前241年 に ロ ー マ に 敗 退 した カ ル タ ゴ で の 反 乱 、Mercenary

War(c.240BC)の 首 謀 者 の 一 人 。 既 ψ々64彪

Spendius同 上MercenaryWar(c.240BC)の 首 謀 者 の 一 人 。 隅 ψ々64鉱

Mamalukesま た はMamluk.奴 隷 出 身 の 兵 士 。 エ ジ プ トで は 一 般 市 民 よ り上 の 階 層

で 強 力 な 軍 事 階 層 を 形 成 し た 。9世 紀 か ら19世 紀 頃 ま で 存 在 し た 。 既 珈々 認 α.

FamianusStrada(1572-1649)。

GuidoBentivolio(1579-1644)。 ボ ロ ー ニ ャ の 都 市 貴 族 。 枢 機 卿 、 政 治 家 、 歴 史 家 。

PhilipdeCommines(1447-1511)、 フ ラ ンス の 外 交 官 。

Lewisthellth(1423-83;フ ラ ンス 王1461-83)、 バ ロ ア 朝 第6代 の 王 。

PhilipofBurgundy(1396-1467)。

EdmundLudlowま た はLudlowe(c.1617-1692)、 王 政 復 古 後 ス イ ス へ 亡 命 。 死 後 、

亡 命 先 の ス イ ス で1698年 か ら1699年 に か け て 自 伝(丁 加1晩 〃zo〃∫ げE4〃z観4

五〃ゴ10ω)が 出 版 さ れ た 。 こ れ は1970年 に 肉 筆 原 稿 が 発 見 さ れ る ま で 、 歴 史 家 に と っ

て 重 要 な 資 料 と さ れ て き た 。

RichardII(1367-1400;イ ン グ ラ ン ド王1377-99)。

HenryVII(1457-1509:イ ン グ ラ ン ド王1485-1509)、 チ ュ ー ダ ー 朝 の 初 代 の 王 。

EdwardlV(1442-83;イ ン グ ラ ン ド王1461-70,1471-83)、 ヨ ー ク 朝 の 祖;ラ ン カ ス
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タ ー 家 の ヘ ン リ ー 六 世 を 倒 し、 財 政 改 革 を 実 行 し た 。

HneryVIII(1491-1547;イ ン グ ラ ン ド王1509-47)、 ヘ ン リ ー 七 世 の 子 。

QueenMary(1516-58)イ ン グ ラ ン ド ・ア イ ル ラ ン ド女 王(1553-58)、 ス ペ イ ン の

フ ェ リペ ニ 世 の 妻;ヘ ン リ ー 八 世 の 娘;新 教 徒 を 迫 害 し旧 教 会 を復 活 。

QueenElizabethI(1533-1603).「17世 紀 イ ン グ ラ ン ド常 備 軍 論 争5(翻 訳)」 『教 養 ・

外 国 語 セ ン タ ー 紀 要(外 国 語 編)』 第2巻 第1号 、438頁 参 照 。

エ リ ザ ベ ス ー 世 は1603年3月24日 午 前2時 か ら3時 の 問 に リ ッ チ モ ン ド宮 殿 で 死

亡 し た が 、 イ ン グ ラ ン ドで は1752年1月1日 ま で は3月25日 を新 年 初 日 と して い

た 。 し た が っ て こ の3月24日 は1602年 と な る 。 飾 〃め ・-Booん げR%16sα 〃4丁 励16∫

ノ∂ノ 施7の 勿9、乙)α'6∫zo露乃'加C乃7∫s'ガ απE7働&o.,byJohnJ.Bond,GeorgeBell&

Sons,London,1875,pp.408-9.お よ び 既 ⑳ θ4∫α。

JamesI(1566-1625;イ ン グ ラ ン ドお よ び ア イ ル ラ ン ド王1603-25)、 ス コ ッ トラ ン ド

王 と し て は ジ ェ ー ム ズ 六 世(1567-1625)、 メ ア リ ー ・ス チ ュ ア ー トの 子;ス チ ュ ア ー

ト朝 の 祖 で 王 権 神 授 説 を 信 奉 。

Amboynaま た はAmbon,Amboinaマ ラ ッ カ 諸 島 の 島 お よ び そ の 港 町 。1623年 に ア

ン ボ イ ナ 島 に あ る イ ギ リ ス 商 館 を オ ラ ン ダ が 襲 い 、 商 館 員 を 全 員 殺 害 し た 事 件 が

あ っ た 。 日本 人 も犠 牲 に な っ て い る 。

Poleroonア ン ボ イ ナ と 同 様 に オ ラ ン ダ に 奪 わ れ た 島 。

Seranも し くはSeram,Serang,Ceram。 ア ン ボ イ ナ と 同 様 に オ ラ ン ダ に 奪 わ れ た マ

ラ ッ カ 諸 島 の 島 。

Brill南 ネ ー デ ル ラ ン トの 港 町 。1585年 か ら1616年 ま で イ ン グ ラ ン ド に 占 領 さ れ て

い た 。

Ramekinsネ ー デ ル ラ ン ト南 西 部 、 ブ リ ッ シ ン ゲ ン に あ る 。 砦 が あ っ た 。

Flushingネ ー デ ル ラ ン ト南 西 部 、 ワ ル ヘ レ ン 島 の 港 町 、 ネ ー デ ル ラ ン ト独 立 戦 争 発

端 の 地 。

SirWalterRaleigh(1552?-1618):英 国 の 探 検 家 ・軍 人;エ リ ザ ベ ス ー 世 の 寵 臣 。 刑

死 。

theEarlofSomerset(c.1587-1645),政 治 家 、 ジ ェ イ ム ス ー 世 の 寵 臣 。

SirThomasOverbury(c.1581-1613)。

JamesIの と な え た 「王 権 神 授 説 」。

Harlequin,16-18世 紀 の イ タ リ ア の コ メ デ ィ ア ・デ ラ ル テ(commediadell'arte)や

harlequinadeの 道 化 役 。

寵 臣 バ ッ キ ン ガ ム 公 爵 に 毒 殺 さ れ た とい う 説 が あ っ た 。
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1628年5月 、 「権 利 の 請 願 」 が 議 会 か ら 国 王 チ ャ ー ル ズ ー 世 に 提 出 さ れ 、 課 税 に は

議 会 の 承 認、を 得 る こ と を 求 め られ た 。

チ ャ ー ル ズ ー 世 は 戦 費 を 得 る た め に1626年 に 議 会 を 招 集 し た が 議 会 が バ ッ キ ン ガ ム

公 爵 の 弾 劾 手 続 き を 始 め た の で 翌 年 議 会 を解 散 し議 会 の 指 導 者 を 投 獄 し 、 専 制 政 治

を 行 っ た 。

Cadizス ペ イ ン 南 西 部 、 大 西 洋 に 面 したCadiz湾 に 臨 む 港 市 、 軍 港 。

IsleofRheeも し くはIldeReビ ス ケ ー 湾 近 く の 島 。

SirJohnPennington(1568?-1646)、 も し くはPenington。 イ ン グ ラ ン ドの 提 督 。

Rochellers「 ラ ・ロ シ ェ ル の 住 民 」 フ ラ ン ス の 港 市 。 宗 教 戦 争 で は ユ グ ノ ー の 拠 点

と な り、 リ シ ュ リ ュ ー に 包 囲 さ れ た(1627-28)。

theEarlofBristol,JohnDigby(1580-1653)

BishopofLincoln,JohnWilliams(1582-1650)、 皇 太 子 時 代 の チ ャ ー ル ズ ー 世 の 行 動

を 批 判 し た た め チ ャ ー ル ズ ー 世 即 位 後 に 疎 ん じ られ 、 議 会 へ の 出 席 を 止 め られ た 。

Arch-BishopAbboLGeorgeAbbot(1562-1633)。 剛 んψ64ガα。

theBishopofGlocester,GodfreyGoodman(1583-1656)。 珊 ん珈4勿 。

WilliamLaud(1573-1645)、 英 国 の 聖 職 者 、 清 教 主 義 の 弾 圧 者;反 逆 罪 で 処 刑 さ れ た 。

RichardMountagueも し く はMontagu(1577-1641)。DN8.

RogerManwaringも し く はMaynwaring(1590-1653)。.DN8.

RandalMacDonnell,1stMarquessofAntrim(1609-1683)。 既 々珈4毎 。

JohnAshburnham(1603-1671)。 チ ャ ー ル ズ ー 世 の 廷 臣 。 既 々ψθ4∫α。

HenryWilmot(1612?-1658)。 チ ャ ー ル ズ ー 世 の 廷 臣 。 剛 んψ64∫α。

SirHughPollard,2ndBaronet(1603-1666)。 チ ャ ー ル ズ ー 世 の 廷 臣 。 既 んψ64∫α。

JohnPym,JohnHampden,DenzilHolles,WilliamStrode,SirArthurHaselrigの 五

人 。 既 ψ々θ認 α。

Newbury17世 紀 の 清 教 徒 革 命 中 に 議 会 派 と王 党 派 の 抗 争 の 舞 台 と な っ た 。

Nasebyイ ン グ ラ ン ド の 村;清 教 徒 革 命 中 、 王 党 軍 が 議 会 派 軍 に 大 敗 北 し た 地

(1645)。

原 文 は"NewNodel"と な っ て い る が 、"NewModel"の 誤 り か 、 も し く は"New

Nodel"と も じ っ た も の か も 知 れ な い 。

theBattleofWorcesterク ロ ム ウ ェ ル が ス コ ッ ト ラ ン ド軍 を破 っ た 戦 い(1651)。

チ ャ ー ル ズ ニ 世 は 財 政 難 の た め ヨ ー ロ ッパ 大 陸 の 重 要 な 戦 略 拠 点 で あ る ダ ン ケ ル ク

を フ ラ ン ス 王 ル イ 十 四 世 に お よ そ375,000ポ ン ドで 売 却 し た 。(年 間 維 持 費 が お よ そ

321,000ポ ン ドか か っ た 。)隅 々ψ64勿 。
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StChristophersセ ン トク リ ス ト フ ァ ー 島 、 別 名 セ ン ト キ ッ ッ 島 は1493年 に ク リ ス

トフ ァ ー ・コ ロ ン ブ ス に よ っ て 発 見 さ れ 、1624年 に ア イ ル ラ ン ド人 の 商 人 トー マ ス ・

ワ ー ナ ー 卿 率 い る イ ギ リ ス の 開 拓 団 を 引 き 連 れ て 、 白 人 の カ リ ブ 海 及 び リ ー ワ ー ド

諸 島 最 初 の 入 植 地 と な る 。 フ ラ ン ス 人 も 島 に 入 植 し 、 島 の 中 央 部 分 は イ ギ リ ス 領 、

島 の 南 部 と北 部 の 部 分 は フ ラ ンス 領 に 分 か れ る が 、1628-1713年 ま で イ ギ リス と フ ラ

ンス と分 割 領 有 さ れ て い た 。 『ウ ィ キ ペ デ ィ ア 』。

Chathamイ ン グ ラ ン ド の 都 市;ヘ ン リ ー 八 世 時 代 か ら の 軍 事 都 市:王 立 海 軍 工 廠 が

あ る 。

TripleAlliance(1668)イ ン グ ラ ン ド、 ス ウ ェ ー デ ン、 オ ラ ン ダ の 対 フ ラ ン ス 三 国 同

盟 。 ル イ 十 四 世 の フ ラ ンス に 対 抗 し よ う と し た 。

の ち の ジ ェ ー ム ズ ニ 世(1633-1701;イ ン グ ラ ン ド ・ア イ ル ラ ン ド ・ス コ ッ トラ ン ド

王1685-88);チ ャ ー ル ズ ニ 世 の 弟 。 メ ア リ ー ・オ ブ ・モ デ ナ(MaryofModena)と

1673年 に 成 婚 。

ChancellorHyde,1stEarlofEdwardHyde,ク ラ レ ン ド ン(1609-74):英 国 の 政 治 家 ・

歴 史 家 。

theDukeofLauderdale,SirJohnMaitland,1stDukeand2ndEarlofLauderdale,

3rdLordThirlestaneKGPC(1616-1682),ス コ ッ ト ラ ン ドの 政 治 家 。 剛 鋤64砿


